
定員適正化計画の修正について 
 
１ 経緯 
  定員適正化計画については、船橋市第三次行政改革大綱において「５年間

で全職員の５％にあたる約２５０人を削減する」とされたことに基づき、５

年間で２６４人を削減する計画を策定し計画の達成に努めてきたところです。

しかしながら、生活保護世帯の増加、保育需要の増大、船橋駅前総合窓口セ

ンターの開設など計画策定時には見込めなかった状況の変化により、計画の

終期である平成１５年４月１日において目標職員数４，８３１人に対し職員

数４，８７１人と、４０人の削減について目標を達成することができなかっ

た。このため定員適正化計画を修正することとする。 
 
 定員適正化計画と実績の比較 

 年 度 Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ 合 計 
職員数 5,095人 5,055人 4,996人 4,949人 4,886人 4,831人 ― 計

画 増減数 △40 人 △59 人 △47 人 △63 人 △55 人 ― △264 人 
職員数 5,095人 5,054人 4,968人 4,921人 4,850人 4,871人 ― 実

績 増減数 △41 人 △86 人 △47 人 △71 人 ＋21 人 ― △224 人 
 
 計画未達成の主な理由  

理  由 増員数 １０年４月 １５年４月 
生活保護世帯の増加 ＋２３人 ２８人 

（福祉事務所） 
５１人 

（生活支援課） 
保育需要の増大（保育

園配置保育士） 
＋２２人 ４４８人 ４７０人 

船橋駅前総合窓口セン

ターの開設 
＋２１人 ０人 ２１人 

（増員分） 
 
２ 修正した計画の目標 
  計画年度を１年延長し、平成１６年４月１日において当初計画の目標であ

る２６４人の削減を実現することとする。 
 
３ 定員適正化計画の修正 
  平成１５年４月１日までの計画期間を平成１６年４月１日まで延長し、平

成１５年４月１日までの計画を実績にあわせて修正する。最終的な削減目標

は当初計画のとおり２６４人とする。 



 
修正定員適正化計画 

 年 度 Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ H１６ 合 計 
職員数 5,095 人 5,054 人 4,968 人 4,921 人 4,850 人 4,871 人 4,831 人 ― 

新 
増減数 △41 人 △86 人 △47 人 △71 人 ＋21 人 △40 人  △264 人 
職員数 5,095 人 5,055 人 4,996 人 4,949 人 4,886 人 4,831 人  ― 

旧 
増減数 △40 人 △59 人 △47 人 △63 人 △55 人 ―  △264 人 

 


